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第５０回 原子力災害対策本部会議 

令和２年１月１７日 

８：４１～８：４８ 

官 邸 ４ 階 大 会 議 室 

 

議事次第 

１．開会 

２．議事 

  双葉町・大熊町・富岡町における避難指示区域の解除について（案）（審議） 

３．内閣総理大臣挨拶 

４．閉会 
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○菅内閣官房長官 ただいまから、第50回原子力災害対策本部会議を開催をいたします。 

 本日議題は「双葉町・大熊町・富岡町の避難指示区域の解除について」であります。 

 

（議題） 

 

○菅内閣官房長官 梶山経済産業大臣及び御法川国土交通副大臣から説明をお願いします。 

 梶山大臣。 

○梶山経済産業大臣 それでは、私のほうから「双葉町・大熊町・富岡町の避難指示区域

の解除」について御説明をいたします。 

 資料１を御覧ください。 

 双葉町の避難指示解除準備区域及び帰還困難区域の一部区域を令和２年３月４日午前０

時に解除すること、大熊町の帰還困難区域の一部区域を令和２年３月５日午前０時に解除

すること、富岡町の帰還困難区域の一部区域を令和２年３月１０日午前６時に解除するこ

との３点について、御審議をお願いをいたします。 

 今回の避難指示解除の対象区域について、除染等の進捗により十分な放射線量の低下が

見られ、インフラ等がおおむね復旧しております。こうした中で、住民の方々、町長、地

元議会との対話を重ね、各町において避難指示を解除することについて、地元の御理解を

いただきました。 

 以上を踏まえ、資料１「双葉町・大熊町・富岡町の避難指示区域の解除について」を原

子力災害対策本部として決定することをお諮りいたします。 

 以上です。 

○菅内閣官房長官 御法川国土交通副大臣、お願いします。 

○御法川国土交通副大臣 インフラの復旧・復興についてでございますが、着実に進めて

まいっております。 

 ＪＲ常磐線につきましては、先月から訓練運転が開始されるなど、本年３月の全線開通

に向けた準備が着実に進められております。本日、避難指示区域の解除が決定されました

ならば､３月14日から全線開通となります。 

 また、常磐自動車道常磐双葉インターチェンジについては、本年３月に開通することに

なりました。これにより、除染作業等が進展し､地域の復興が加速されることが期待され

ます。 
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 引き続き、住民の帰還に向けた生活環境の整備や東北の観光復興の取組についても、強

力に推進をしてまいります。 

 以上でございます。 

○菅内閣官房長官 ただいまの梶山大臣、御法川副大臣の説明に関連し、御発言がござい

ましたら、お願いをいたします。 

 田中大臣。 

○田中復興大臣 今回の避難指示の解除は、福島の復興に向けた大きな一歩であります。

復興庁といたしましても、住民の方々に安心して帰還していただけるよう、特定復興再生

拠点や、避難指示解除地域の生活環境の整備を、引き続き進めてまいります。 

 また、移住の促進等の新たな活力の呼び込み、営農再開の加速化、福島イノベーショ

ン・コーストの推進を軸とした産業集積の促進、風評被害への対応等を図るため、福島特

措法の改正案について、本年の通常国会への提出を図ってまいります。 

 福島の復興・再生には中長期的な対応が必要であり、引き続き、各省庁の御協力をお願

い申し上げます。 

 以上でございます。 

○菅内閣官房長官 小泉大臣。 

○小泉環境大臣 環境省では、双葉町避難指示解除準備区域及び双葉駅の周辺は昨年12月

までに除染を行いました。大熊町大野駅の周辺は昨年６月までに除染を行いました。富岡

町夜ノ森駅の周辺は昨年８月までに除染を行いました。その全てにおいて除染の効果を確

認しています。 

 今後も必要に応じてフォローアップ除染を行うほか、残りの特定復興再生拠点区域につ

いても、家屋等の解体や除染を着実に実施してまいります。 

 特定復興再生拠点区域のまちづくりもこれから本格化します。また、福島県は、2040年

ごろを目途に県内の需要量以上のエネルギーを再生可能エネルギーで生み出すとの目標を

掲げているところです。環境省としては環境再生の取組に加え、こうした福島の挑戦を後

押しし、環境の視点から地域の強みを創造・再発見する未来志向の取組にも役割を果たし

てまいります。 

 以上です。 

○菅内閣官房長官 それでは「双葉町・大熊町・富岡町の避難指示区域の解除について」

御異議ございませんでしょうか。 
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（異議なし） 

○菅内閣官房長官 ありがとうございます。 

 では、原案のとおり、原子力災害対策本部の決定といたします。 

 最後に安倍総理から御発言をお願いいたします。 

 ここでプレスが入ります。少々お待ちください。 

 

（報道関係者入室） 

（内閣総理大臣挨拶） 

 

○菅内閣官房長官 それでは、総理、御発言を願います。 

○安倍内閣総理大臣 本日、双葉町・大熊町・富岡町の一部地域の避難指示解除を決定し

ました。帰還困難区域としては、初めての解除となります。 

 これを受け、３月14日にＪＲ常磐線が、いよいよ全線で開通します。 

 ３月２６日には、この浜通りから聖火リレーがスタートしますが、浜通り地域の交通の

利便性が一層向上することから、観光を含めて、多くの方にこの地域を訪れていただきた

い。福島の復興を大きく加速するきっかけとしていきたいと思います。 

 さらに、双葉町では、産業団地を含む中野地区の避難指示も解除されます。既に11件に

及ぶ企業立地が予定されており、復興は新たなステージに入ります。 

 次は、特定復興再生拠点の避難指示解除に向けて、除染やインフラ・生活環境の整備な

ど、地元の皆さんと協力しながら、政府一丸となって着実に進めていく考えです。 

 福島の復興なくして、日本の再生なし。 

 この大方針のもとに引き続き、「閣僚全員が復興大臣である」との認識を持って、密接

に連携し、現場主義を徹底しながら、福島の復興・再生に全力で取り組んでください。 

○菅内閣官房長官 プレスはここで御退室願います。 

 

（報道関係者退室） 

 

○菅内閣官房長官 以上をもちまして、第50回原子力災害対策本部会議を終了させていた

だきます。ありがとうございました。 

以上 


